
令和６年度４月入園
新潟市認可保育施設（２号・３号認定）

申請書類記入時のポイント

新潟市役所 こども未来部 保育課

2次募集用



【はじめに】

〇記載・提出する前に、「令和６年度４月入園のてびき」をよくお読みください。

〇記載内容に記載漏れ等の不備・不足があった場合、調整指数に反映されず、

利用調整で不利になる場合がありますので、ご注意ください。

〇不備・不足があった場合でも、市からご連絡することはありません。

〇提出いただいた書類を返却することはできません。必要に応じて、

提出前にコピーを取る等、各自ご対応ください。

〇記入する際は油性ボールペンを使用し、鉛筆や消せるボールペンを使用

しないでください。

〇間違えて記入した場合、修正テープや修正液等は使用できません。

二重線で消して、余白に正しい内容を記入してください。



入園申請確認票 申請児童１人につき１枚提出が必要入園申請確認票 申請児童１人につき１枚提出が必要

① 申請児童名など

・「申請児童名」「第１希望施設名」を記入してください。

② すべての方が必要な書類（表面左側）

・該当する項目を確認し、書類を準備して✔を記入してください。

③ 対象の方のみ提出が必要な書類（表面右側）

・まずは、裏面の質問項目に回答してください。

・裏面の質問項目で「はい」に✔がある場合、「必要書類」欄に記載された

書類の添付が必要です。

・書類の準備ができましたら、表面の該当項目に✔を記入してください。

③②

①

必要書類が準備できない等の理由で提出しない場合、✔は不要です。

ただし、書類添付が無い場合、利用調整指数がつかない場合があります。



① 申請書提出日（Ｐ１）

・実際に書類を提出する日を記入してください。

・１次募集は１１月 １日～１１月1７日、

２次募集は １月２９日～ ２月 ８日となります。

② 申請児童名（Ｐ１）

・申請児童名を記載してください。

・申請時、未出生の場合は空欄で提出してください。

・お生まれになり、出生届を提出したら、速やかに

第１希望施設のある区の区役所健康福祉課へご連絡ください。

③ 生年月日（Ｐ１）

・年齢は令和６年４月１日時点の年齢を記載してください。

０歳の場合は、月齢も記入してください。

入園申請書の記載例は入園のてびき（P10.11）に掲載しています。

①
②
③

入園申請書 申請児童１人につき１枚しか提出できません入園申請書 申請児童１人につき１枚しか提出できません



④ 代表保護者氏名（Ｐ１）

・実際に監護（養育）している方が代表保護者となります。

・きょうだいが在園している場合は、代表保護者が同じであることを

確認してください。

※注意点

＜親のどちらかが単身赴任等で新潟市外に居住している場合＞

実際に児童を監護している（同居している）親を代表保護者とします。

［例：父が単身赴任の場合、代表保護者は母。］

＜父母ともに不在の場合＞

父母ともに不在の場合は、実際に児童を監護していて

保育料等を納付する方（祖父母等）を代表保護者とします。

ただし、世帯によって異なる場合がありますので、

父母ともに不在の場合は、区役所健康福祉課にお問い合わせください。

⑤ 連絡先電話番号（Ｐ１）

・直接連絡がとれる電話番号を記入してください。

④

⑤



⑥ 現住所（Ｐ１）

・申請時の住民票の住所を記入してください。

・申請時と令和６年４月１日時点の住所が異なる場合は、

『⑥′令和６年４月１日時点住所欄』も記入してください。

・申請時の現住所が新潟市外の場合は、

『⑥′令和６年４月１日時点住所欄』の記入が必須です。

未定の場合は「未定」と記載してください。

・令和６年４月１日時点住所の記入が市外になっている場合は、

受け付けできません。

⑦ 令和６年１月１日時点の父母の住所

令和５年１月１日時点の父母の住所（Ｐ１）

・新潟市外の場合は、その都道府県・市区町村名を記入

してください。

②

②′

③

⑥

⑥´

⑦



⑧ 利用を希望する施設名（Ｐ１）

・申請番号３桁と施設名称を記入してください。

（申請番号は、入園のてびきの施設一覧（P２８以降）に記載）

・申請番号と施設名称が不一致だった場合、施設名称を優先して利用調整を行います。

・各施設の受入年齢（月齢）を必ず確認してください。

（入園のてびきの施設一覧（P２８以降）に記載）

・受入の要件を満たさない施設（令和６年４月１日時点の年齢（月齢）が施設の受入年齢（月齢）を満たさない、

閉園等が予定されており受入を制限している等）は、

自動的に利用調整（入園選考）の対象外となります。

⑨ 利用希望時間等（Ｐ１）

・全ての項目を必ず記入してください。

・保育必要量の認定は入園のてびきP７をご確認ください。

判定の結果保護者の希望どおりにならない場合もあります。

・「申請児童の認可保育施設入園経験」について、いずれかに

必ず✔を記入いただき、「入園中」または「入園予定」の場合は、

施設名等も記入してください。

⑧

⑨



⑩ 申請時点で既に市内の認可保育施設に在籍する兄弟姉妹の有無（Ｐ１）

・在園している兄弟姉妹がいる場合、施設名、認定区分を記入してください。利用調整の際、調整指数に反映される場合があります。

・令和６年３月で卒園する兄弟姉妹は含みません。

⑪ 申請時点で市内の認可保育施設に１号認定で内定している兄弟姉妹の有無（Ｐ１）

・内定している兄弟姉妹がいる場合、１号認定申請書の提出状況に✔を記入してください。

・施設名、入園予定日を記載してください。利用調整の際、調整指数に反映される場合があります。

・1号認定申請書が市に提出されており、状況を確認できることが条件となります。

未提出の場合は内定扱いとなりません。１次募集の場合は令和５年１１月１７日までに、

２次募集の場合は令和６年２月８日までに提出できる場合、「提出済み」に✔を記入し、必ずご提出ください。

⑫ 同時に２・３号認定申請する兄弟姉妹がいる（Ｐ１）

・兄弟姉妹の申請状況を記入または✔してください。

希望選考方法について、①～⑧のいずれかに必ず✔してください。

（詳細は入園のてびきP１５～P１７をご覧ください）

・⑧を希望する場合、区役所健康福祉課にご相談のうえ、別途

「きょうだい同時申込（⑧その他）希望調査票 」の提出が必要です。

⑩

⑪

⑫



⑬ ⑭ ⑮

⑰ ⑱

⑯

入園申請書２ページは、注意事項が多いため、各項目について拡大してご説明します。



⑬ ⑭

⑬ 同居の世帯員（Ｐ2）

・記載が必要な世帯員の範囲 →父・母・兄弟姉妹・曾祖父母・高祖父母

（申請児童本人・申請児童の祖父母・おじ・おばは、記入しないでください）

・同居していなくても、生計が一緒の方は記入が必要です。

［例：単身赴任中の父、社会通念上夫婦として共同生活が認められる同居人］

⑭ 勤務先・学校・幼稚園・保育園等（Ｐ２）

・令和６年４月１日時点の状況を記入します。

（４月から小学生となる場合は、小学校名）

・同時申請の兄弟姉妹は第１希望施設を記入してください。

・申請児以外の未就学の子どもを幼稚園・認可保育施設・認可外保育施設に

預けていない場合は「教育・保育施設に預けていない」と記入してください。



⑮
⑮ 祖父母の状況（Ｐ２）

・氏名、住所、勤務先等を漏れなく記入

してください。

・住民票上世帯分離をしていても、

同一家屋に居住する場合は同一世帯と

なりますが、二世帯住宅の場合、家屋の

平面図及び両世帯の光熱水費の領収書

（１か月分）の提出により別世帯として

取り扱います。

※死去・離別の場合はその旨記入し、

住所等は空欄でかまいません。



⑯

⑯ 生計を一にする別居の子どもについて（Ｐ２）

・該当がある場合、欄外（マーカー部分）に

記載のある書類の添付が必要です。

・確認が取れた場合、きょうだいの人数に応じ

て、保育料・副食費が減免される場合があり

ます。



⑰
⑱

⑰ 世帯の状況（Ｐ2）

・該当する場合は✔してください。

利用調整指数に反映される場合があります。

・各項目において、詳細の記入も必要です。

⑱ 申請時の児童の保育状況・健康状態（Ｐ2）

・申請時の保育状況や障がいの有無等、全項目に✔が必要です。

・✔の内容により、利用調整に影響することはありません。

・『障がい児保育の希望・心身の発達等の心配・医療的配慮の

必要性がある』という項目で「あり」に✔がある場合、

適切な保育環境を整備するため、あらかじめ区役所健康福祉課

およびご希望の保育施設へご相談ください。

また、区役所から保護者へお子さんの状況確認のためのご連絡を

させていただく場合があります。



⑲ 令和６年４月１日時点の保育必要事由（Ｐ３）

・保育の必要性認定に必要な重要項目のため、必ず記入してください。

併せて、保育必要事由確認書類をご準備ください。

保育必要事由に応じた確認書類は申請書・入園申請確認票内に記載があります。

「就労」事由の場合、
「一般企業等に勤務」の場合は３か所、
「自営業・農業」の場合は１か所、

詳細質問がありますので、
「はい」「いいえ」のいずれかに✔を記入してください。

※産休／育休復帰（予定）日は令和６年４月３０日
以前となっていることが必要です。
復帰（予定）日が令和６年５月以降の場合、
入園選考（利用調整）の対象外となります。

⑲



⑳ 入園申請にあたっての確認事項（Ｐ４）

・全ての項目にチェック（✔）がないと、申請を受け付けることができません。

利用調整を行うことができず、未決定となりますので、ご注意ください。

㉑ 父母の署名・署名日（Ｐ４）

・記入漏れがある場合は、申請を受け付けることができません。

利用調整を行うことができず、

未決定となりますので、ご注意ください。

⑳

㉑



国標準様式（新潟市版・A4縦）を必ず使用してください。

就労証明書は、事業主が作成（記載）するものであり、

自営業主を除き、ご本人が作成するものではありません。

記載されている内容について、市から事業主へ確認を行う場合があります。

就労証明書の偽造（事業主ではない本人が作成した場合を含む）は、

刑法上の私文書偽造等の罪となるほか、子ども・子育て支援法における

不正利得徴収、認定取消の対象となる場合がありますので、ご注意ください。

※証明書下部に「保護者記載欄」があります。

記載漏れがないようにご注意ください。

きょうだいの場合、児童名（施設名）を連名で記入

就労証明書 同一施設希望の場合、１枚の提出でかまいません

別の施設希望の場合、上の子に原本、下の子はコピーを提出

きょうだいの場合、児童名（施設名）を連名で記入

就労証明書 同一施設希望の場合、１枚の提出でかまいません

別の施設希望の場合、上の子に原本、下の子はコピーを提出



一度提出いただいた申請書類を直接修正することはできません。

申請期間内に「令和６年度４月入園申請内容変更届」※１を提出することで、内容の変更が可能です。

（※１：区役所健康福祉課の窓口でお渡ししています。市ホームページにも掲載あり）

提出期限 ： 令和６年２月８日（木） 郵送の場合必着

期限を過ぎた後にお申し出があっても、内容の変更はできません。

提 出 先 ： 第１希望施設が所在する区の区役所健康福祉課児童福祉係/担当

注意事項 ： 変更届提出後は、「令和６年度４月入園申請内容変更届」に記載した内容に変更されます。

変更により、新たに提出が必要となる書類が生じる場合があります。

書類の不備・不足が生じた場合、利用調整指数に反映できませんのでご注意ください。

代表保護者以外の方から提出があった場合、後日代表保護者に内容確認を行います。

変更届に記載されている内容の同意が得られなかった場合、変更届を受理できないことがありますので、

ご注意ください。

申請書類提出後に申請内容を変更したい時は・・・？


